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議会運営委員会記録 

令和４年４月 26 日  

（ 午前 10時 00 分 開会 ） 

委員長 ：ただいまの出席委員は５名であります。 

定足数に達していますので、これより議会運営委員会を開会します。 

千葉大作委員より欠席の旨、届出がありました。 

千葉大作委員が欠席のため、永澤由利議員が委員外議員として出席しています。 

本日の会議には、当局より総務部長の出席を求めました。 

録画、録音、写真撮影を許可しておりますので、御了承願います。 

本日の案件は御案内のとおりです。 

付議事件等について、事務局から説明させます。 

八重樫事務局長。 

事務局長：１の付議事件等について御説明いたします。 

（1）市長提案は７件でございます。 

内訳は、専決処分の報告が３件、補正予算が２件、和解が１件、人事案件が１件です。 

３ページ目に議案件名表を添付してございます。 

詳細につきましては、この後、総務部長から説明があります。 

（2）審査報告が２件です。 

２月 22 日の本会議において、産業建設常任委員会に付託しました請願第２号及び請願

第３号の審査終了報告で、審査結果は２件とも採択すべきものとの報告です。 

（3）委員会発議が１件です。 

件名、提出者につきましては記載のとおりで、内容につきましては５ページに添付し

てございます。 

次に、（4）陳情でありますが、昨日正午までに受理した陳情は３件です。 

件名、提出者は記載のとおりで、７ページから 12ページに写しを添付してございます。 

陳情につきましては、議場配付となります。 

説明は以上です。 

委員長 ：次に、市長提出議案について総務部長から説明願います。 

千葉総務部長。 

総務部長：４月１日付で総務部長を拝命いたしました千葉敏紀と申します。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは座って説明をさせていただきます。 

お手元の令和４年市議会定例会第 94 回４月臨時会議提出議案件名表を御覧願いたい

と思います。 
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議案の概要を御説明いたします。 

まず、報告第３号、自動車事故に係る和解及び損害賠償に関する専決処分の報告につ

いて、こちらにつきましては３件ございます。 

保健福祉部、建設部、大東支所でございますが、概要といたしましては、自動車事故

に関わる和解及び損害賠償に関しまして、損害を与えた相手方と和解及び賠償すべき額

について、市長専決条例の規定により専決処分をいたしましたので報告するものでござ

います。 

次に、報告第４号、令和４年度一関市一般会計補正予算（第２号）の専決処分の報告

についてでございますが、こちらにつきましては３月 16日に発生いたしました地震によ

り被災した公立学校施設の災害復旧に係る経費につきまして、専決処分をしたので報告

をするものでございます。 

次に、報告第５号です。 

こちらについては、一関市市税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告について

でございますが、地方税法等の一部を改正する法律が令和４年３月 31日に公布されたこ

とに伴いまして、市税条例の一部を改正する条例を専決処分しましたので、これを報告

するものでございます。 

次に、議案第 50 号、令和４年度一関市一般会計補正予算（第３号）でございます。 

こちらにつきましても、３月 16日に発生した地震により被災した施設の災害復旧に係

る経費の増額、さらにはいちのせき事業復活支援給付金の追加など、所要の補正をしよ

うとするものでございます。 

議案第 51 号、令和４年度一関市都市施設等管理特別会計補正予算（第１号）、こちら

につきましては、３月 16日に発生した地震により被災した東口交流センターの災害復旧

に係る経費の追加など、所要の補正をしようとするものでございます。 

次に、議案第 52 号、和解についてでございますが、こちらは平成 23 年東北地方太平

洋沖地震により発生しました原子力発電所事故に起因する放射性物質による影響対策に

要した費用につきまして、平成 27 年度から平成 29 年度までに実施したものに係る損害

賠償請求に関し、あっせんの申立てを行っておりました原子力損害賠償紛争解決センタ

ー、ＡＤＲから和解案の提示を受けましたので、東京電力ホールディングス株式会社と

和解をしようとするものでございます。 

最後に議案第 53 号でございますが、こちらにつきましては、地方税法第 404 条に規定

されております固定資産評価員につきまして、選任をしようとするものでございます。 

説明は以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

委員長 ：質疑を行います。 

     （「なし」の声あり） 

委員長 ：なければ、質疑を終わります。 

次に、２の審議要領について事務局から説明願います。 
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八重樫事務局長。 

事務局長：２の審議要領について御説明いたします。 

４ページの議事日程（案）を御覧ください。 

開会に引き続き諸般の報告を行います。 

議事に入りまして、日程第１、会議録署名議員の指名でありますが、10番、岩渕典仁

議員、16番、岡田もとみ議員を指名いたします。 

日程第２、会議期間の決定でありますが、第 94 回４月臨時会議の会議期間は４月 28

日、１日間とします。 

次に、日程第３、請願第２号及び日程第４、請願第３号の２件を個別の議題とし、そ

れぞれ委員長報告の後、質疑、討論、採決を行います。 

請願第２号及び請願第３号の審査結果は、採択すべきものとの報告です。 

次に、日程第５、報告第３号から日程第７、報告第５号までの３件を個別の議題とし、

それぞれ報告を求めます。 

質疑を行い、採決は行いません。 

次に、日程第８、議案第 50 号及び日程第９、議案第 51 号の２件を一括議題とし、提

案理由及び補足説明を求め、質疑の後、委員会付託を省略し、討論を行い、採決は個別

に行います。 

次に、日程第 10、議案第 52 号を議題とし、提案理由及び補足説明を求め、質疑の後、

委員会付託を省略し、討論、採決を行います。 

日程第 11、議案第 53 号は人事案件でありますので、ここで議案配付のため休憩をい

たします。 

議案配付後、議長より除斥対象となる議員は申出されるよう発言をいたしますので、

議員は確認し、除斥となる場合は申し出ていただき、再開後、議長より除斥を宣言いた

します。 

その後、提案理由の説明を求めた後、先例により質疑を省略し、採決を行います。 

次に、日程第 12、発委第２号を議題とし、提出理由の説明を求め、質疑、討論、採決

を行います。 

なお、２月 22 日の本会議において、産業建設常任委員会に付託になりました請願第１

号につきましては、産業建設常任委員長から議長宛てになお審査を継続する旨の連絡が

あったところです。 

以上が議事日程の案であります。 

審議要領については以上です。 

よろしく御協議をお願いいたします。 

委員長 ：質疑を行います。 

     （「なし」の声あり） 

委員長 ：なければ、以上で質疑を終わります。 



4 

審議要領等については、ただいまの説明のとおりとすることに御異議ございませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

委員長 ：異議ありませんので、ただいまの説明のとおり運営することといたします。 

千葉総務部長にはお忙しいところ御出席いただき、ありがとうございました。 

次に、その他に入ります。 

委員の皆さんから何かございますでしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

委員長 ：なければ、以上で予定した案件の協議が終わりました。 

なお、本日の協議事項につきましては、各会派等へお持ち帰りの上、御報告をお願い

いたします。 

以上で、本日の委員会を終了いたします。 

お疲れさまでした。 

（ 午前 10時９分 終了 ） 


